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健康福祉部健幸まちづくり推進室 

 

  健幸まちづくり政策監の就退任について 

 

１ 概要 

多摩市では、第五次多摩市総合計画・第３期基本計画の基盤となる考え方として、「健幸ま

ちづくりのさらなる推進」を位置づけ、だれもが健康で幸せを実感できるまちづくりを目指し、

各種の取組を推進しています。 

平成２８年４月には、健幸まちづくりの全庁的な推進役として、健幸まちづくり政策監のポ

ストを設置し、平成３０年８月には、厚生労働省職員の倉吉紘子氏が同職に就任しました。倉

吉氏は、第２代の健幸まちづくり政策監として、健幸まちづくりの推進体制強化を行い、多摩

市版地域医療連携構想の策定、ウオーカブル推進都市の取組、働き方や女性の健康等の視点を

取り入れた健幸まちづくりシンポジウムの開催など、具体的な取組を推進してきました。 

この度、倉吉紘子健幸まちづくり政策監が退任し、新たに正野直子氏が就任いたします。 

 

２ 就任者について 

⑴氏名 正野 直子（しょうの なおこ） 

⑵役職 健幸まちづくり政策監 

⑶経歴 

一橋大学法学部卒業後、平成 17 年 4月に厚生労働省入省。主な職歴として、厚生労働

省年金局企業年金国民年金基金課長補佐、社会・援護局福祉基盤課長補佐、医政局地域医

療計画課長補佐、医政局総務課長補佐、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長

補佐、人材開発統括官付能力評価担当参事官室長補佐 

 

３ 政策監について 

多摩市では、地方公務員法にもとづき条例で指定する職として、「健幸まちづくり政策監」

の職名で市長を補佐する常勤特別職（特別秘書）を置いています。 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ                 

健康福祉部健幸まちづくり推進室     
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